
平成２１年４月２２日

中部経済産業局産業技術課

第１７１回通常国会において、「我が国における産業活動の革新等を図るための産

業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が、平成２１年４月２２日に成立

いたしました。この法案では、鉱工業技術研究組合法及び産業技術力強化法の改正

を行い、事業者等の方が研究開発をさらに効率的に実施でき、またその実用化の促

進を支援する施策を数多く盛り込んでおります。

この度は、本法をご認識、ご活用していただきたく、以下の日程で説明会を開催い

たしますので、ご関心がございましたら是非、ご参加いただきますようお願い申し上げ

ます。

【法律概要】

① 鉱工業技術研究組合法の改正

従来、企業が共同で試験研究を行う制度として鉱工業技術研究組合が設け

られ、LSI の量産技術を開発した超 LSI 技術研究組合（昭和５１年設立）、太陽

光発電システムの製品化を実現した太陽光発電技術研究組合（平成２年設立）、

非接触型 IC カードを鉄道以外で利用するシステムを開発した汎用電子乗車券

技術研究組合（平成８年設立）など、半世紀にわたり活用されてきました。

今般、技術が高度化、複雑化する中、政府は、さらに効率の良い研究開発と

実用化の促進を図るべく、鉱工業技術研究組合法を改正することと致しました。

改正法では、鉱工業技術研究組合を技術研究組合に改称し、対象とする技術

範囲を産業技術全般へ拡大させるとともに、大学・独法が組合に参加できるこ

ととし、さらに、組合から株式会社へ組織変更できる制度等を創設することとし

ています。

② 産業技術力強化法の改正

一定期間実施されていない国有特許を時価よりも低く許諾する制度の創設

等、国の資金で形成された試験研究成果の適切な活用を促進することとしてい

ます。

鉱工業技術研究組合法及び産業技術力強化法の

改正説明会について



記

１．日 時 平成２１年５月２６日（火） １３：３０～１５：３０

２．場 所 中部経済産業局 ２階大会議室

名古屋市中区三の丸２－５－２

３．主 催 経済産業省産業技術環境局技術振興課

中部経済産業局産業技術課

４．申込み方法 申込書にご記入の上、ＦＡＸにて、５月２０日（水）１

７時までにお申し込みください。

※定員(５０名)になり次第締め切らせていただく場合が

ございます。

「鉱工業技術研究組合法及び産業技術力強化法の改正説

明会について」参加申込書 ＜Word＞

５．お問い合わせ・

申し込み先

経済産業省 中部経済産業局 産業技術課（担当：後藤、

和田、渡邊（孝））

名古屋市中区三の丸２－５－２

電 話：０５２－９５１－２７７４

Ｆ Ａ Ｘ：０５２－９５０－１７６４


